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一 

 



 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
の
安
全
確
保
は
、
我
が
国
国
民
に
と
っ
て
緊
要
の
課
題
で
あ
り
、
国
政
上
の
重
要
な
問
題

で
あ
る
。 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
我
が
国
に
再
処
理
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
返
還
さ
れ
る
予
定
と 

な
っ
て
い
る
が
、
右
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
の
安
全
が
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
、
ま
た
、
安
全
確
保
に
関
す
る

行
政
上
の
措
置
が
如
何
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
国
民
に
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。 

一 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
我
が
国
に
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
物
は
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送

物
か
、
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
か
。 

二 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
よ
り
我
が
国
に
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
物
に
つ
い
て
の
設
計
承
認
は
、
科
学 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

三 

二
の
承
認
を
行
っ
た
の
が
、
科
学
技
術
庁
長
官
で
あ
る
場
合
に
は
、
左
記

1
及
び

2
の
質
問
に
、
運
輸
大
臣

(

も
し
く
は
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長)

で
あ
る
場
合
に
は
、
左
記

3
及
び

4
の
質
問
に
、
双
方
で
あ
る
場
合

に
は
、
左
記

1
な
い
し

4
の
質
問
に
回
答
願
い
た
い
。 

1 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
我
が
国
に
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
輸
送
の
際
の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
輸
送
物
に
つ
い
て
の｢

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示｣(
以
下｢

告
示｣

と
い
う
。
）
第
三
五
条
に
基
づ
く
、
輸
送
物
の
設
計
承

認
も
し
く
は
設
計
変
更
承
認
に
つ
い
て 

技
術
庁
長
官
が
行
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
運
輸
大
臣
（
も
し
く
は
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長
）
が
行
っ
た
の

か
、
ま
た
は
そ
の
両
方
か
。
右
各
承
認
の
根
拠
法
令
は
何
か
。 

(2) 

右
承
認
の
た
め
の
申
請
は
、
い
つ
、
誰
か
ら
な
さ
れ
た
か
。 

(1) 

右
承
認
は
、
輸
送
物
の
新
規
設
計
承
認
か
、
設
計
変
更
承
認
か
。 

四 

 



 

(7) 

右
承
認
申
請
に
際
し
提
出
さ
れ
た
、
科
学
技
術
庁
長
官
宛
、｢

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の 

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
等
に
つ
い
て｣

と
題
す
る
平
成
二
年
一
二
月
二
八

日
原
子
力
安
全
局
長
通
達(

以
下｢

通
達｣

と
い
う
。
）
別
記
第
一
五
の
様
式
に
よ
る
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承

認
申
請
書(

別
紙
記
載
事
項
を
含
む
。
）
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(6) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
動
燃
事
業
団
と
国
及
び
そ
の
他
公
的
機
関
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
試
験
が
実
施
さ

れ
た
の
か
。
当
該
試
験
の
内
容
及
び
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(3) 
右
承
認
は
、
い
つ
行
わ
れ
た
か
。
ま
た
、
そ
の
設
計
承
認
番
号
は
何
番
か
。 

(5) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
科
学
技
術
庁
技
術
顧
問
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体

的
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

(4) 
右
承
認
に
当
た
っ
て
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

五 

 



 

2 
1
の
承
認
が
設
計
変
更
承
認
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
原
型
と
な
っ
た
変
更
前
の
設
計
に
対
す
る｢

告
示｣

三

五
条
に
基
づ
く
承
認
に
つ
い
て 

(6) 

右
承
認
申
請
に
際
し
提
出
さ
れ
た
、
科
学
技
術
庁
長
官
宛
、「
通
達
」
別
記
第
一
五
の
様
式
に
よ
る
核
燃 

(2) 

右
承
認
は
、
い
つ
行
わ
れ
た
か
。
そ
の
設
計
承
認
番
号
は
何
番
か
。 

(1) 

右
承
認
の
た
め
の
申
請
は
、
い
つ
、
誰
か
ら
な
さ
れ
た
か
。 

(5) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
動
燃
事
業
団
と
国
及
び
そ
の
他
公
的
機
関
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
試
験
が
実
施
さ

れ
た
の
か
。
当
該
試
験
の
内
容
及
び
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(4) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
科
学
技
術
庁
技
術
顧
問
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
そ
の
具
体
的

内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

(3) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
そ
の
具
体
的
内
容

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

六 

 



 

3 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
我
が
国
に
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
輸
送
の
際
の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
輸
送
物
に
つ
い
て
の
「
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
に
基
づ
く
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
海
査
第
五
九
二
号
平
成
二
年
一
二
月
二
七
日
運
輸
省
海
上
安
全
局
長
通
達(

以
下
「
海

査
第
五
九
二
号
」
と
い
う
。)

Ⅱ

1
条
に
基
づ
く
、
輸
送
物
の
設
計
承
認
も
し
く
は
設
計
変
更
承
認
に
つ
い
て 

(4) 

右
承
認
は
、
い
つ
行
わ
れ
た
か
。
ま
た
、
そ
の
設
計
承
認
番
号
は
何
番
か
。 

(3) 

右
承
認
の
た
め
の
申
請
は
、
い
つ
、
誰
か
ら
な
さ
れ
た
か
。 

(2) 

右
承
認
は
、
輸
送
物
の
新
規
設
計
承
認
か
、
設
計
変
更
承
認
か
。 

(1) 

右
承
認
の
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。 

(5) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書(

別
紙
記
載
事
項
を
含
む
。
）
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 七 

 



 

4 

3
の
承
認
が
設
計
変
更
承
認
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
原
型
と
な
っ
た
変
更
前
の
設
計
に
対
す
る｢

海
査
第

五
九
二
号｣

Ⅱ
の

1
条
に
基
づ
く
承
認
に
つ
い
て 

(2) 

右
承
認
は
、
い
つ
行
わ
れ
た
か
。
そ
の
設
計
承
認
番
号
は
何
番
か
。 

(1) 

右
承
認
の
た
め
の
申
請
は
、
い
つ
、
誰
か
ら
な
さ
れ
た
か
。 

(8) 

右
承
認
申
請
に
際
し
提
出
さ
れ
た
、
運
輸
省
海
上
安
全
局
長
宛
、
「
海
査
第
五
九
二
号
」
別
記

2
も
し

く
は
別
記

3
の
様
式
に
よ
る
放
射
性
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書(

添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
内
容
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(7) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
動
燃
事
業
団
と
国
及
び
そ
の
他
公
的
機
関
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
試
験
が
実
施
さ

れ
た
の
か
。
当
該
試
験
の
内
容
及
び
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(6) 
右
承
認
に
当
た
っ
て
科
学
技
術
庁
技
術
顧
問
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体

的
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

八 

 



 

四 

今
回
輸
送
に
使
用
さ
れ
る
容
器
は
、
一
九
八
四
年
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
海
上
輸
送
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
同
一

か
。
違
う
と
す
れ
ば
、
ど
こ
が
違
う
の
か
。 

五 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る
輸
送
容
器
の
承
認 

(6) 

右
承
認
申
請
に
際
し
提
出
さ
れ
た
、
科
学
技
術
庁
長
官
宛
、「
海
査
第
五
九
二
号
」
別
記

2
の
様
式
に
よ

る
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
（
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(5) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
動
燃
事
業
団
と
国
及
び
そ
の
他
公
的
機
関
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
試
験
が
実
施
さ

れ
た
の
か
。
当
該
試
験
の
内
容
及
び
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(4) 

右
承
認
に
当
た
っ
て
科
学
技
術
庁
技
術
顧
問
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
そ
の
具
体
的

内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

(3) 
右
承
認
に
当
た
っ
て
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
た
か
。
聞
い
た
と
す
れ
ば
そ
の
具
体
的
内
容

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。 

九 

 



 

六 

五
の
承
認
が
、
科
学
技
術
庁
長
官
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
左
記

1
の
、
運
輸
大
臣
で
あ
る
場
合
に

は
、
左
記

2
の
、
双
方
で
あ
る
場
合
に
は
、

1
及
び

2
の
質
問
に
回
答
さ
れ
た
い
。 

1 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る｢

核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律｣(

以
下｢

規
制
法｣

と
い
う
。
）
第
五
九
条
の
二
第
三
項
に
基

づ
く
輸
送
容
器
の
承
認
に
つ
い
て 

は
、
科
学
技
術
庁
長
官
に
よ
り
な
さ
れ
た
か
（
も
し
く
は
な
さ
れ
る
も
の
か
）
、
運
輸
大
臣
に
よ
り
な
さ
れ
た
か

(

も
し
く
は
な
さ
れ
る
も
の
か
）
、
ま
た
は
、
そ
の
双
方
か
。 

(4) 

右
各
容
器
の
承
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

(3) 

右
各
容
器
の
承
認
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
つ
、
誰
か
ら
行
わ
れ
た
か
。 

(2) 

現
在
ま
で
に
承
認
を
受
け
た
容
器
の
個
数
及
び
そ
の
登
録
番
号
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(1) 

今
回
の
輸
送
に
使
用
す
る
容
器
の
個
数
は
何
個
か
。 

一
〇 

 



 

2 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る｢

危
険
物
船
舶
運

送
及
び
貯
蔵
規
則｣(

以
下｢

船
舶
運
送
規
則｣

と
い
う
。
）
第
九
一
条
の
九
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
輸
送
容
器
の

承
認
に
つ
い
て 

(3) 

右
各
容
器
の
承
認
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
つ
、
誰
か
ら
行
わ
れ
た
か
。 

(2) 

現
在
ま
で
に
承
認
を
受
け
た
容
器
の
個
数
及
び
そ
の
登
録
番
号
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(1) 

今
回
の
輸
送
に
使
用
す
る
容
器
の
個
数
は
何
個
か
。 

(6) 

右
各
承
認
に
際
し
提
出
さ
れ
た
、
科
学
技
術
庁
長
官
宛
、｢

外
運
搬
規
則｣

第
一
七
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
各
書
類
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(5) 
右
各
承
認
の
際
に
提
出
さ
れ
た
、
科
学
技
術
庁
長
官
宛
、
「
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外 

容
器
承
認
申
請
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則｣(

以
下｢

外
運
搬
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
七
条
の
二
、
様
式
第
三
に
よ
る
各 

一
一 

 



 

八 
｢

海
査
第
五
九
二
号｣

Ⅱ
の

1
条
の

(3)
、
別
記

4
に
基
づ
く
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
輸
送
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
の
証
明

に
つ
い
て 

七 

「
通
達
」
第
七
条
、
別
記
二
五
に
基
づ
く
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
輸
送
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
の
証
明
に
つ
い
て 

1 

右
証
明
及
び
証
明
願
い
の
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。 

3 

右
証
明
は
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

2 

本
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
我
が
国
へ
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
つ
い
て
、
右
証
明
願
い

は
出
さ
れ
た
か
。
い
つ
、
誰
に
よ
り
な
さ
れ
た
か
。 

1 

右
証
明
及
び
証
明
願
い
の
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。 

(4) 
右
各
容
器
の
承
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

(5) 
右
各
承
認
の
際
に
提
出
さ
れ
た
、
運
輸
大
臣
宛
、「
海
査
第
五
九
二
号
」
Ⅱ
の

2
、
別
記
第
五
の
様
式
に 

よ
る
各
容
器
承
認
申
請
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
二 

 



 

九 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る｢

規
制
法
」
第
五
九
条

の
二
第
二
項
、
「
外
運
搬
規
則
」
第
一
六
条
に
基
づ
く
輸
送
物
の
確
認
に
つ
い
て 

十 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る｢

船
舶
運
送
規
則
」
第

九
一
条
の
九
第
一
項
に
基
づ
く
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
確
認
に
つ
い
て 

3 

右
各
確
認
申
請
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
。 

2 

右
各
確
認
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

1 

今
回
の
輸
送
に
つ
い
て
確
認
の
た
め
の
発
送
前
検
査
は
、
誰
が
、
ど
こ
で
行
う
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
で

行
う
の
か
。 

3 

右
証
明
は
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

2 
本
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
我
が
国
へ
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
つ
い
て
、
右
証
明
願
い

は
出
さ
れ
た
か
。
い
つ
、
誰
に
よ
り
な
さ
れ
た
か
。 

一
三 

 



 

十
一 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る｢

規
制
法
」
第
五
九

条
の
二
第
二
項
、「
核
燃
料
物
質
車
両
運
搬
規
則
」
第
二
一
条
に
基
づ
く
運
輸
大
臣
に
よ
る
運
送
の
安
全
の
確
認

に
つ
い
て 

4 

右
確
認
申
請
に
際
し
、
運
輸
大
臣
宛
に
提
出
さ
れ
た
、
「
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱 

3 

右
各
確
認
申
請
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
。 

2 

右
各
確
認
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

1 

確
認
の
た
め
の
検
査
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
行
う
の
か
。 

3 

右
各
確
認
申
請
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
。 

2 

右
各
確
認
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

1 
今
回
の
輸
送
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
発
送
前
検
査
は
、
誰
が
、
ど
こ
で
行
う
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
国
内

で
行
う
の
か
。 

一
四 

 



 

十
二 

本
年
秋
に
フ
ラ
ン
ス
の
再
処
理
工
場
よ
り
返
還
予
定
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
関
す
る｢

規
制
法
」
第
五
九

条
の
二
第
二
項
、「
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
」
第
九
一
条
の
一
五
第
一
項
に
基
づ
く
運
輸
大
臣
に
よ
る

運
搬
の
安
全
の
確
認
に
つ
い
て 

4 

右
確
認
申
請
に
際
し
、
運
輸
大
臣
宛
に
提
出
さ
れ
た
、｢

海
査
第
五
九
二
号｣

Ⅱ
の

4
条
別
記
一
一
放
射
性

輸
送
物
運
送
計
画
書
安
全
確
認
申
請
書
及
び
同
別
添
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
画
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

3 

右
各
確
認
申
請
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
。 

2 

右
各
確
認
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
。
い
つ
行
わ
れ
た
か
。 

1 

確
認
の
た
め
の
検
査
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
行
う
の
か
。 

要
領
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
」3

条
、
第1

号
様
式
に
よ
る
核
燃
料
輸
送
物
運

搬
確
認
申
請
書
及
び
運
搬
に
関
す
る
計
画
書
（
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
五 

 



 

十
四 

Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｇ

0
3
6
0(

米
国
に
お
け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
航
空
輸
送
用
容
器
に
関
す
る
技
術
基
準)

の
基
準

に
つ
い
て 

十
三 
我
が
国
で
は
、
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
海
底
に
輸
送
物
が
沈
没
し
た
場
合
を
想
定
し
て
約
三
〇
〇
気
圧
の

高
圧
水
槽
内
で
輸
送
容
器
の
耐
圧
浸
漬
試
験
を
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
一
九
九
二
年
六
月
一
三
日
付
け
読

売
新
聞
夕
刊
紙
上
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
の
坂
田
東
一
燃
料
課
長
が
「
今
回
は
一
万
メ
ー
ト
ル
の
深
海
と
同

じ
千
気
圧
の
水
圧
で
も
変
形
し
な
い
こ
と
を
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
備
で
試
験
し
、
確
認
し
た
」
と
述

べ
て
い
る
が
、 

1 

今
回
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
際
し
て
は
、
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｇ

0
3
6
0
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
の 

3 

海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
の
右
試
験
に
関
す
る
報
告
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

右
耐
圧
試
験
を
な
す(

法
的)

根
拠
は
何
か
。 

1 

右
記
述
は
事
実
か
。
い
つ
試
験
が
行
わ
れ
た
の
か
。 

一
六 

 



 

 

一
七 

か
。 

2 
今
回
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
際
し
て
は
、
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｇ

0
3
6
0
の
基
準
の
適
合
性
に
関
す
る
試
験
を

満
た
す
必
要
が
あ
る
の
か
。 

3 

今
回
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
に
当
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
合
意
を
と
る
た
め
に
、
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｇ
0 

3
6
0
の
基
準
適
合
性
指
導
に
関
す
る
書
類
を
提
出
し
た
の
か
。 

4 

日
米
原
子
力
協
定
第
一
一
条
付
属
書
五
Ｂ
の
書
類
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


